
農林水産大臣による輸入禁止品（栽培地検査対象種子を含む）の輸入許可後に変更が生じ
た場合

※輸入許可後、輸入許可条件の一部に変更が生じた場合

輸入禁止品輸入許可条件の
一部変更願の提出

輸入禁止品輸入許可指令書
（一部変更）の交付

※輸入禁止品から分離又は生成された微生物、動物、植物等の輸入許可条件の解除

輸入禁止品輸入許可条件の一部変更願（解除）

輸入禁止品輸入許可条件の
一部変更願の提出

輸入禁止品輸入許可指令書
（解除）の交付

※申請者の名義所属等に変更が生じた場合

輸入禁止品輸入許可条件の
一部変更届の提出

その他

申請者 植物防疫所

輸入許可証票を紛失・破損した場合

　紛失・破損したことが判明した時は速やかに植物防疫所まで
ご相談下さい。

申請者

申請者

申請者

申請者 植物防疫所

植物防疫所

輸入禁止品が輸入港で受検せず管理場所に到着した場合

　包装状態から輸入港において植物防疫所の検査を受けていな
い場合は、開梱ぜず速やかに植物防疫所までご連絡下さい。


	輸入許可変更時

